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Ⅰ いじめ問題に関する基本的な考え方 

   いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒たちにも、ど

の学校にも起こり得ることから、学校、家庭、地域が一体となって、一過性ではなく、継続

して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。 

   いじめ問題への取り組みにあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織

的な取り組みを進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未

然防止の活動は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度

で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことから始めていく必要

がある。 

 

 １ いじめとは 

  ○いじめの定義を理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・いじめの認知については、特定の教職員のみによることなく、「いじめ防止対策推進法第２

２条」の「学校いじめ対策組織」を活用して行う。 

  ・上記の「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌

なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、

見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生

徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

 

 ２ いじめの基本認識 

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に

認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の

「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。いじめには様々な特質があるが、以下の

①～⑧は、教職員が持つべき「いじめ問題」についての基本的な認識である。 

 

 

                      

 

 「いじめ」とは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的

関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む）であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。 

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた

生徒の立場に立って行うものとする。 
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Ⅱ 未然防止 

    

１ わかる授業づくりを進める 

① すべての生徒が参加・活躍できる授業をめざして工夫する 

 生徒にストレスをもたらす最大のストレッサーは、友人関係にまつわる嫌なできごと

や人に負けたくないという過度の競争意識、そして勉強にまつわる嫌なできごとである。

生徒が学校で過ごす中で一番長い時間である授業が生徒のストレッサーになっていかな

いように、一人一人の生徒が存在感を感じられる、わかる授業づくりを進めていく。 

② 授業改善を進める 

     すべての生徒が授業に参加できる、授業場面で活躍できるための授業改善をめざして、

互いの授業を参観するなど、授業研究を行う。また、授業規律を高めていく。例えば、

チャイムスタートや授業を受ける姿勢、発表の仕方や聞き方など、どの授業においても

共通の指導をすることが大切である。あってはならないことであるが、教師の不適切な

認識や言動、差別的な態度や言動が生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることも

あるので注意が必要である。 

 

 

 

 

２ 互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくり 

① 教師の姿勢 

     生徒達は、教職員の一挙手一投足に目を向けている。教職員の何気ない言動が、子供 

達を傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合がある。教職員は、生徒達の良き 

モデルとなり、慕われ、信頼されることが求められる。 

① いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。 

④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要などの刑罰法規に抵触する。 

⑥ いじめは教職員の生徒観や指導のあり方が問われる問題である。 

⑦ いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりをもっている。 

⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などのすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、

一体となって取り組むべき問題である。 
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② 友人関係、集団づくり、社会性の育成 

 他の生徒や大人との関わり合いを通して、生徒自らが人と関わることの喜びや大切さ

に気づいていくこと、互いに関わり合いながら「絆づくり」を進め、他の人の役に立っ

ている、他の人から認められているといった「自己有用感」を獲得していくことで、他

者を認めたり大切にしたりすることができるようになる。 

③ 居場所づくり 

 学級や学年、学校が生徒の居場所になるようにしていくことが大切である。ただ単に

「居心地がよい」のではなく、様々な危険から生徒を守るという安全はもとより、そこ

にいることに不安を感じたり、落ち着かない感じを持ったりしないという安心感が重要

となる。 

 

 

 ３ 命や人権を尊重し豊かな心を育てる 

① 人権教育の充実 

いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」こと

を生徒達に理解させることが大切である。また、生徒達が人の痛みを思いやることがで

きるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識

の高揚を図る必要がある。 

② 道徳教育の充実 

未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」に対し、道徳の授業が大

きな力を発揮する。とりわけ、いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から

発生するものであり、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心を育てること

が大切になる。生徒達は、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人としての「気高

さ」や「心づかい」、「やさしさ」などに触れれば、自分自身の生活や行動を省み、いじめ

の抑止につながると考えられる。道徳の授業では、学級の生徒の実態に合わせて、題材

や資料などの内容を十分に検討したうえで、意図的・計画的に実践することが重要であ

る。 

③ 情報モラル教育の充実 

 インターネットを通じて行われるいじめは年々増加傾向にある。情報モラルは「情報

社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり、具体的には、情報発信

による他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行

動に責任をもつことなど様々な事柄を含んでいる。これからも「スマホ・ケータイ安全

教育」や「ピュアキッズスクール」など各関係機関と協力しながら情報モラルを高める

ことが重要である。 
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 ４ 保護者や地域の方への働きかけ 

     ＰＴＡの各種会議や保護者懇談会などにおいて、いじめの実態や指導方針などの情報

を提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さな

どを具体的に理解してもらうために、学校・学年便りなどによる広報活動を積極的に行

うことも大切である。 

 また、社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、

家庭との連携が必要である。同時に、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止め

ることができるようにするため、学校と地域、家庭が組織的に連携、協働する体制を構

築していく。 

 

ネット上のいじめについて保護者に伝えたいこと 

○生徒が使用するパソコンや携帯電話等を管理するのは家庭であり、フィルタリングだ

けでなく、家庭において生徒を危険から守るためのルールづくりを行うこと。 

○インターネットへのアクセスは「トラブルの入り口に立っている」という認識や、知

らぬ間に利用者の個人情報が流出するといった新たなトラブルが起こり得るという認

識をもつこと。 

○「ネット上のいじめ」は他の様々ないじめ以上に生徒に深刻な影響を与えることを認

識すること。 

○家庭では、ＳＮＳなどを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた生徒が

見せる小さな変化を見逃さないようにする。 

  

Ⅲ 早期発見 

 １ 教職員のいじめに気づく力を高める 

① 生徒の立場を考える 

 一人一人を人格のある人間として向き合い、人権を守り、尊重した教育活動を行わな

ければならない。そのためには、人権感覚を磨き、生徒の言葉をきちんと受けとめ、生

徒の立場を考え、生徒を守るという姿勢を持つ。 

② 生徒を共感的に理解する 

 生徒の些細な言動から、表情の裏にある心の叫びを敏感に感じとれるような感性を高

めることが求められる。そのためには、生徒の気持ちを受け入れることが大切であり、

共感的に生徒の気持ちや行動、価値観を理解しようとするカウンセリング・マインドを

高めることが必要である。 
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 ２ いじめの態様 

    ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

    ○仲間はずれ、集団による無視をされる。 

    ○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

    ○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

    ○金品をたかられる。 

    ○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

    ○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

    ○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 

 

３ いじめの見えにくさ 

    ○いじめは大人の見えないところで行われている 

      いじめは大人の目につきにくい時間や場所を選んで行われている。 

     ①無視やＳＮＳなど客観的に状況を把握しにくい形態で行われている。 

     ②遊びやふざけ合いのような形態、被害者なのに加害者と仲の良い仲間の一員のよう

な形態、部活動の練習のふりをして行われている形態がある。 

    ○いじめられている本人からの訴えは少ない 

      いじめられている生徒には、①親に心配をかけたくない、②いじめられる自分はダ

メな人間だ、③訴えても大人は信用できない、④訴えたらその仕返しが怖い、などと

いった心理が働くものである。 

    ○ネット上のいじめはもっとも見えにくい 

      ネット上でいじめにあっている兆候は学校ではほとんど見えない。家庭で「スマホ

の着信があっても出ようとしない」「最近スマホを触らなくなっている」などの兆候

があれば、いじめにあっている可能性があることを保護者に伝え、いじめが疑われる

場合は即座に学校へ連絡するよう依頼しておく必要がある。 

 

 

４ 早期発見のための手だて 

  共通理解 ～全職員で共通の理解を持って～ 

全ての教職員の共通理解を図るため、毎年年度当初に、いじめの問題に関する校内研修

を実施する。これにより、いじめに対する認識や、発見した際の対応について職員全体で

迅速かつ協同的に行えるようにする。 

日々の観察 ～生徒がいるところには、教職員がいる～ 

休み時間や昼休みなどの生徒の様子に目を配る。「生徒がいるところには、教職員がい

る」ことを当たり前にし、生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることで、いじめ発見に

効果を高める。 
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  観察の視点 ～集団を見る視点が必要～ 

    成長の発達段階からみると、生徒は小学校中学年以降からグループを形成し始め、発達

の個人差も大きくなる時期でもあることから、その時期にいじめが発生しやすくなる。そ

の発達時期をどのように過ごしてきたのかなどの情報を収集し、学級や学年内にどのよう

なグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるのかを把握する必要がある。

また、気になる言動がみられた場合、グループに対して適切な指導を行い、関係修復にあ

たる。 

  連絡帳等の活用 ～コメントのやりとりから生まれる信頼関係～ 

    生徒が毎日記入している連絡帳等(じぶんログ等)にコメントを記入することにより、担

任と生徒・保護者の信頼関係が構築できる。気になる内容に関しては、学年会や生徒指導

部会とも連携を図り、迅速に対応する。 

  教育相談（学校カウンセリング）～気軽に相談できる雰囲気づくり～ 

    日常の生活の中での教職員の声かけなど、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつく

ることが重要である。それは、教職員と子供達の信頼関係の上で形成されるものである。 

    また、定期的な個人懇談週間を設けて、全生徒を対象とした教育相談を実施するなど、

相談体制を整備する。本校では、学期に１回ずつ期末テスト前の部活動停止期間を主に利

用して、担任との個人懇談を実施している。さらに、普段から教職員やスクールカウンセ

ラーに相談できる体制を整えている。 

  いじめ実態アンケート ～アンケートは実施時の配慮が重要である～ 

    月１アンケートとして、毎月第１水曜日の朝読書の時間等を利用して行っている。実施

方法については静かな雰囲気のなかで行い、生徒にとっていじめを訴えやすい体制を整え

ている。また、アンケート後は速やかに対応するために報連相を徹底する。アンケート内

容の質問項目については毎年精査し、生徒の実態をより把握しやすいように改善していく。 

５ 相談しやすい環境づくり 

本人からの訴えには 

   ○心身の安全を保証する 

     日頃から「よく言ってくれたね。全力で守るからね。」という、教職員の姿勢を伝える

とともに、実際に訴えがあった場合には全力で守る手立てを考え、施す。保健室や相談

室などの一時的に危険を回避する時間や場所の提供も考慮し、担任やカウンセラーを中

心に、本人の心のケアに努めるとともに、具体的に心身の安全を保証する。 

   ○事実関係や気持ちを傾聴する 

     「あなたを信じているよ」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。 

    ※事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意する。 

  周りの生徒からの訴えには 

   ○いじめを訴えたことにより、その生徒へのいじめが新たに発生することを防ぐため、他

の生徒から目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受けとめる。 

   ○「よく言ってきたね」とその勇気ある行動を称え、情報の発信源は絶対に明かさないこ

とを伝え、安心感を与える。 
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   保護者からの訴えには 

   ○保護者がいじめに気づいたときに、即座に学校へ連絡できるように日頃から保護者との

信頼関係を築いておく。 

   ○問題が起こった時だけの連絡や家庭訪問では、信頼関係は築けない。問題が起こってい

ない時こそ、保護者との信頼関係を築くチャンスである。日頃から、生徒の良いところ

や気になる所など、機会をみつけて学校の様子について連絡しておく。 

   ○生徒の苦手なところやできていない点を一方的に指摘されると、保護者は自分自身のし

つけや子育てについて否定されたと感じることもある。保護者の気持ちを十分に理解し

て接するようにする。 

 

Ⅳ 早期対応 

    いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。い

じめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一

人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの再発を防止する

ため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る。 

１ いじめ発見時の緊急対応 

  いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守り通す 

   ○いじめられていると相談に来た生徒や、いじめの情報を伝えに来た生徒から話を聞く場

合は、他の生徒の目に触れないように場所・時間などに慎重な配慮を行う。また、事実

確認は、いじめられている生徒といじめている生徒を別の場所で行う。 

   ○いじめられている生徒、いじめ情報を伝えた生徒を徹底して守るため、登下校、休み時

間、清掃活動、放課後などにおいても教職員の目の届く体制を整える。 

事実確認と情報の共有 

  ○いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情などを、いじめ

ている生徒から聴き取るとともに、周囲の生徒や保護者などの第三者からも詳しく情報

を得て、正確に把握する。なお、保護者対応は複数の教職員（学年主任・担任・副担任・

生指担当など）で行い、事実に基づいて丁寧に行う。 

  ○短時間で正確な事実関係を把握するために、複数の教職員で対応し、管理職などの指示

のもとに教職員間の連携と情報共有を確実に行う。 

  ○把握した事実は速やかにいじめ問題対策チーム(のメンバー)に報告、相談する。 

   ※学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を

行わないことはいじめ防止対策推進法違反と成り得る。 

 

 

 

 

把握すべき情報例 
◆誰が誰をいじめているのか？・・・・・・・・【加害者と被害者の確認】 

◇いつ、どこで起こったのか？・・・・・・・・・・【時間と場所の確認】 

◆どんな内容のいじめか？どんな被害を受けたのか？・・・・・・【内容】 

◇いじめのきっかけは何か？・・・・・・・・・・・・・・【背景と要因】 

◆いつ頃から、どのくらい続いているのか？・・・・・・・・・・【期間】 

要注意 

生徒の個人情報はその

取り扱いに十分注意 
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２ いじめが起きた場合の対応 

 

  いじめられた生徒に対して 

   ○生徒に対して 

    ・事実関係を正しく把握することが必要であり、冷静にじっくりと生徒の気持ちを受

容し、共感的に受けとめ、心の安定を図る。 

    ・「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝え、安心させる。 

    ・必ず解決できる希望がもてることを伝える。 

    ・自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 

   ○保護者に対して 

    ・発見したその日のうちに、電話や家庭訪問などで保護者と懇談し、事実関係を丁寧

に伝える。全容がわかっていなくても、途中経過を伝えることも必要である。 

    ・学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。 

    ・保護者の辛い気持ちや不安な気持ちを共感的に受けとめる。 

    ・継続して家庭と連携をとりながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 

    ・家庭での変化を気にかけてもらい、どのような些細なことでも相談してもらえるよ

うに伝える。 

 

 

   

いじめた生徒に対して 

   ○生徒に対して 

    ・いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。 

    ・心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然

とした対応とねばり強い指導を継続して行う。そのうえで、いじめられた生徒の心

理的・肉体的苦痛を十分に理解させ、いじめが人として絶対に許されない行為であ

ることを理解させる。 

   ○保護者に対して 

    ・正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒やその保護者の辛く悲しい気持ちを伝

え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。 

    ・いじめの内容に関わらず、確実にその都度連絡する。懇談等でまとめて伝えること

のないようにする。 

    ・「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さ

を認識してもらい、家庭での指導を要請する。 

    ・生徒の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的に助言する。 

    ・加害生徒の成長支援の観点を指導方針に据えて、保護者と連携し、指導していく。 
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  周りの生徒たちに対して 

    ・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめ

を止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。 

    ・「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を学級・学年・学校全体に示す。 

    ・はやし立てたり、見て見ぬふりをしたりする行為も、いじめを肯定していることを

理解させる。 

    ・いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう

指導する。 

 

３ 対応後 

・いじめは単に加害者の謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解

消している」状態とは少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。た

だし、これらの要件が満たされている場合であっても必要に応じ、他の事情を勘案

して判断するものとする。 

ア いじめに係る行為が止んでいること 

・被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相

当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性

等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわら

ず、市教委又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するも

のとする。 

      ・学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含

めて状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。 

      ・行為が止んでいない場合は、改めて、相当期間を設定して状況を注視する。 

     イ 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

      ・被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められることを確

認する。 

      ・被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談

等により確認する。 

      ・学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、

その安全・安心を確保する。 

      ・学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害生徒の支援を継続

するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、

確実に実行する。 

４「学校いじめ対策組織」の設置 

     いじめ防止対策推進法第２２条に基づき、いじめ対策についての総括的組織として「い

じめ問題対策チーム」を設置する。 
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    ○構成員 

     ・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談担当、養護教諭、 

特別支援教育担当、派遣指導員、スクールカウンセラー、いじめ対応アドバイザー、 

スクールソーシャルワーカー(SSW) 

    ○機能・役割 

     ・いじめを見逃さない学校づくりの推進 

     ・学校や教職員のいじめ問題への対応力向上 

     ・「いじめ防止基本方針」の策定ならびに教職員及び生徒・保護者、地域に対する周知 

     ・家庭や地域、関係機関との日常的な情報交換による「風通しのよい学校」づくりの

推進 

     ・スクールカウンセラーなど関係機関と連携したいじめ問題への対応 

     ・いじめ問題発生時における個別案件対応班の編制と指示 

     ・基本方針の策定から３年をめどに見直しを検討する。 

 

Ⅴ 重大事態への対応 

○重大事態の報告 

    ・学校は、重大事態が発生した場合、もしくは生徒や保護者から、いじめにより重大な

被害が生じたという申し立てがあったときは、市教委を通じて市長へ事態発生につい

て報告する。 

   ○市教委又は学校による調査 

    ①市教委又は学校は、法第２８条に定める「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と

同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、市教委又は学校の下に組織を設

け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にす

るための調査を、市の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

（令和６年８月改定文部科学省）」により適切に実施する。 

    ②生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、

その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考

えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

   ○調査結果の報告 

    ・市教委又は学校が調査を行ったときは、いじめを受けた生徒及び、その保護者に対し、

必要な情報を適切に提供する。 

   ○その他の留意事項 

    ・学校は重大事態が発生した場合に、関係のあった生徒が深く傷つき、学校全体の生徒

や保護者や、地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流

れたりする場合もあるので、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り

戻すためにスクールカウンセラーによるカウンセリング活動を実施する。 
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Ⅶ いじめ対応の年間計画 

  月 取  組  内  容 

 ４月 

 

 

 

・「学校いじめ基本方針」の確認、ＨＰへの掲載 

・いじめ問題対策チーム設置・報告 

・生徒会役員を中心とした挨拶運動「ニコ活」スタート 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

・第１回「月１アンケート」実施（記名式） 

 ５月 

 

 

・第２回「月１アンケート」実施（記名式） 

・ＱＵアンケートの実施 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

 ６月 

 

 

・第３回「月１アンケート」実施（記名式） 

・ＱＵアンケートの結果分析 

・第１回「いじめ対応アドバイザー」派遣依頼、報告書作成 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

 ７月 

 

 

 

・第４回「月１アンケート」実施（記名式） 

・全校生徒対象の個人懇談、「ＳＮＳに関する講演会」実施（警察へ依頼） 

・１年生対象の「ピュアキッズスクール」実施 

・夏季休業中の注意事項の確認（学年集会） 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

 ８月 ・「生徒の様子」の確認（部活動、月一回の職員会議） 

 ９月 

 

 

 

・第５回「月１アンケート」実施（記名式） 

・運動会（練習、本番）での様子確認 

・前期学校評価 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

１０月 

 

・第６回「月１アンケート」実施（記名式） 

・「いじめアンケート」実施（記名式・持ち帰り） 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

１１月 

 

 

 

・第７回「月１アンケート」実施（記名式） 

・文化発表会（練習、本番）での様子確認 

・ＱＵアンケートの実施 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

１２月 

 

 

 

 

・第８回「月１アンケート」実施（記名式） 

・ＱＵアンケートの結果分析 

・第２回「いじめ対応アドバイザー」派遣依頼、報告書作成 

・全校生徒対象の個人懇談 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

  １月 

 

 

 

・第９回「月１アンケート」実施（記名式） 

・新入生保護者対象の「スクールカウンセラーによる肝心かなめの１年生塾」実施 

・次年度に向けた取り組み計画 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

  ２月 

 

 

 

・第１０回「月１アンケート」実施（記名式） 

・第３回「いじめ対応アドバイザー」派遣依頼、報告書作成 

・いじめを見逃さない学校づくり推進事業報告 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 

  ３月 

 

 

・第１１回「月１アンケート」実施（記名式） 

・後期学校評価 

・次年度に向けた取り組み計画 

・「生徒の様子」の確認（週一回の生徒指導部会、教育相談部会、月一回の職員会議） 
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